
　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 234830 静岡羽高郵便局 - 静岡県静岡市葵区北３３２－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 234830 静岡羽高郵便局 - 静岡県静岡市葵区北１－８－３１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 471640 田辺湊郵便局 - 和歌山県田辺市湊５２１－１７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 471640 田辺湊郵便局 - 和歌山県田辺市東陽２８－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 718540 海士江簡易郵便局 ○ 熊本県八代市海士江町２６８３－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

変更後 営業所 718540 海士江簡易郵便局 ○ 熊本県八代市海士江町２６８３－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 857570 長畑簡易郵便局 ○ 山形県東田川郡庄内町余目南田９６－２ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 営業所 857570 長畑簡易郵便局 ○ 山形県東田川郡庄内町余目南田９６－７ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 977350 白金温泉簡易郵便局 ○ 北海道上川郡美瑛町白金温泉 ○ ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 977350 白金温泉簡易郵便局 ○ 北海道上川郡美瑛町白金 ○ ○ ○ × ○ ×

変更前 営業所 048270 郷原簡易郵便局 ○ 群馬県安中市郷原５８９－１ - ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 048270 郷原簡易郵便局 ○ 群馬県安中市郷原５８９－１ - ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 048320 厚田簡易郵便局 ○ 群馬県吾妻郡東吾妻町厚田７１１－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 営業所 048320 厚田簡易郵便局 ○ 群馬県吾妻郡東吾妻町厚田７１１－１ ○ ○ ○ × ○ ×

変更前 営業所 067600
美浦トレーニングセンター内簡易郵
便局

○ 茨城県稲敷郡美浦村美駒２５００－２ - ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 127990 秋津新田簡易郵便局 ○ 新潟県佐渡市長江１０５３ ○ ○ × × × ×

変更後 営業所 127990 秋津新田簡易郵便局 ○ 新潟県佐渡市長江１０５３ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 128470 五十嵐一ノ町簡易郵便局 ○ 新潟県新潟市西区五十嵐東３－１－５３ - ○ × × × ×

変更後 営業所 128470 五十嵐一ノ町簡易郵便局 ○ 新潟県新潟市西区五十嵐東３－１－５３ - ○ ○ × ○ ○

H25.12.2 業務変更

H25.12.2 業務変更

H25.12.2 業務変更

H25.12.2 契約解除

H25.12.1 住居表示変更

H25.12.2 業務変更

H25.12.1 業務変更

H25.12.1 住居表示変更

H25.11.2 住居表示変更

H25.11.5 住居表示変更



　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
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業所の
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簡
易
郵
便
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過
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(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
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(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
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変更前 営業所 418160 宿野簡易郵便局 ○ 大阪府豊能郡能勢町大里１７７－５ - ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 418160 宿野簡易郵便局 ○ 大阪府豊能郡能勢町大里１７７－５ - ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 617040 御祓簡易郵便局 ○ 愛媛県喜多郡内子町北表甲９６８－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 617300 安居島簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市安居島甲３６ ○ ○ ○ × ○ ×

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 637420 高松東植田簡易郵便局 ○ 香川県高松市東植田町２９５－３ - ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 647630 押岡簡易郵便局 ○ 高知県須崎市押岡１５６－１ ○ ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 647630 押岡簡易郵便局 ○ 高知県須崎市押岡１５６－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 647800 東灘簡易郵便局 ○ 高知県土佐市高岡町乙１８５６－２２ - ○ ○ × ○ ○

変更前 郵便局 745150 八幡東浜町郵便局 - 福岡県北九州市八幡西区東浜町１４－２４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 787960 下神殿簡易郵便局 ○ 鹿児島県日置市伊集院町下神殿１０８７ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 917400 萩ヶ岡簡易郵便局 ○ 北海道河東郡上士幌町上士幌東３線２８８－２９ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 郵便局 991180 濁川郵便局 - 北海道紋別郡滝上町濁川中央 ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 991180 濁川郵便局 - 北海道紋別郡滝上町オシラネップ原野北１線１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

H25.12.2 契約解除

H25.12.2 契約締結

H25.12.2 業務変更

H25.12.2 契約締結

H25.12.2 契約解除

H25.12.2 契約締結

H25.12.2 業務変更

H25.12.2 契約締結

H25.12.2 廃止

H25.12.2 移転
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易
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社の営業所
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変更前 郵便局 435520 赤穂加里屋郵便局 - 兵庫県赤穂市加里屋南５－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 435520 赤穂忠臣蔵郵便局 - 兵庫県赤穂市加里屋南５－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 477360 原谷簡易郵便局 ○ 和歌山県日高郡日高町原谷５５０ ○ ○ ○ × ○ ×

変更後 営業所 477360 原谷簡易郵便局 ○ 和歌山県日高郡日高町原谷５５４－１ ○ ○ ○ × ○ ×

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 977580 東明西簡易郵便局 ○ 北海道美唄市東７条北４－５－１１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 127210 埋田簡易郵便局 ○ 新潟県見附市新潟町３７１４－１ - ○ × × × ×

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 426130 姫路兼田簡易郵便局 ○ 兵庫県姫路市兼田久保田１８８－４ - ○ ○ × ○ ○

変更前 郵便局 122050 秋成郵便局 - 新潟県中魚沼郡津南町中深見甲２０９５－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 122050 秋成郵便局 - 新潟県中魚沼郡津南町中深見５６５０－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 537750 鎌手木部簡易郵便局 ○ 島根県益田市木部町イ４７３ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 営業所 537750 鎌手木部簡易郵便局 ○ 島根県益田市木部町イ４１５－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 327150 雨晴簡易郵便局 ○ 富山県高岡市太田４８３４－１０ - ○ ○ × ○ ○

変更後 営業所 327150 雨晴簡易郵便局 ○ 富山県高岡市太田４３９８－１ - ○ ○ × ○ ○

変更前 郵便局 991400 香深井郵便局 - 北海道礼文郡礼文町香深村カフカイ２５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 991400 香深井郵便局 - 北海道礼文郡礼文町香深村カフカイ１４－２０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 997280 紋別南が丘簡易郵便局 ○ 北海道紋別市南が丘町２－７－２５ ○ ○ ○ × ○ ×

変更後 - - - - - - - - - - - -

H25.12.30 契約解除

H25.12.16 移転

H25.12.24 移転

H25.12.24

H25.12.12 契約締結

H25.12.12 契約締結

移転

H25.12.9 契約締結

移転

H25.12.16 移転

H25.12.9 改称

H25.12.9
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　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は「関
連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。

　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。


